別記様式第１号（第３条関係）
	受付番号
	



水道施設等事前協議・現場立会届書
　　年　　月　　日
北見市公営企業管理者　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     申請者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名　　　　　　　　　　　　　　　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者（協議者）　　　　　　　　　　印　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　
水道施設等埋設箇所の工事施工にあたり事前協議・現場立会を依頼いたします。
	工事概要
	施工会社

	工事名
	
	会社名
	

	工　事　場　所
	
	住　所
	

	工　事内　容
	
	現　場代理人
	
ＴＥＬ

	工　事　発注者
	
	監督員
	
ＴＥＬ

	工　期
	　　　年　　月　　日　～
　　　　　　　　　　年　　月　　日
	工　種
	道路・水道・下水道・ガス
電気・通信・建築・その他

	掘　削区　分
	車道・歩道
敷地内・その他
	掘　削方　法
	機械・人力
・併用
	添　付書　類
	位置図・平面図・掘削断面図
工程表・その他

	立　会
要　請
	有 ・ 無
	立会日
	年　　月　　日（　）
午前・午後　　　時　　　分
	立　会場　所
	



　　年　　　月　　日
	担当部署
・北見自治区：水道課維持係　　　　　　　　　連絡先：0157-25-1180　
・端野自治区：端野上下水道課上下水道係　　　連絡先：0157-56-4004　
・常呂自治区：常呂上下水道課上下水道係　　　連絡先：0152-54-2116　
・留辺蘂自治区：留辺蘂上下水道課上下水道係　連絡先：0157-42-2482　


上記事項を協議・確認いたしました。　　　　　　　　課　　　担当
※立会日等変更がある場合は、速やかに担当部署へ連絡すること。
※注意事項を必読・厳守のこと。













注意事項

1． 工事施工前について
（1) 工事の施工が決定次第、少なくても着工1週間前に関係図面等を提出し、
工事を行う自治区の担当部署と詳細に協議すること。

　　　　（２） 事前に水道施設等の調査を十分にすること。

2． 工事施工について
（1） 水道施設等の付近を掘削する場合は、必ず手堀にて試掘を行い、埋設状況
を確認し工事する。試掘中は水道施設等にツルハシ等で衝撃を与えない 
ように十分注意する。又、この場合、機械掘りは禁止とする。

（2） 掘削中に供用中の水道施設等を発見した場合は、基準に添った防護と
離隔距離をとること。

（3） 埋戻しを行う場合は、水道施設等の防護確認を行い十分に突き固め、
地盤沈下等による水道施設等への損傷がないように注意する。

（4） 水道施設等露出箇所の防護箇所・埋戻し箇所は、写真撮影し担当部署へ
提出すること。

３．漏水等の異常を発見又は、発生した場合について
　　　  （１） 水道施設等を損傷した場合は、速やかに担当部署に連絡すること。

（２） 水道施設等の破損により漏水が発生した場合は、速やかに排水するなどの
応急措置を行う。

（3） 掘削箇所にて漏水等の異常を発見した場合も連絡すること。

４．水道施設等を破損した場合について
（１） 水道施設等損壊・復旧報告書（別記様式第２号）、写真等を速やかに
提出すること。

（２） 調査及び、保安措置にかかる費用については、貴社の負担とする。

（３） 貴社工事の原因による水道施設等破損事故の復旧に要する修理費その他
一切の費用についても、貴社の負担とする。
